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ID: 1931
担当部署: 地域整備課

処分の概要

土石の堆積に関する工事完了の確認及び確認済証の交付(第87条の2第1項にお

いて市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第17条

第4項の適用)

法 令 名

根 拠 条 項
都市再生特別措置法 第87条の2第1項

法 令 番 号 平成14年法律第22号

【基準】

適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第4項の規定による。

(完了検査等)

第17条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当

該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところ

により、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の

検査を申請しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第13条第1項の規定に適合していると認めた場

合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。

3 第15条第2項の規定により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特

定盛土等に関する工事に係る都市計画法第36条第1項の規定による届出又は同条第2項の規

定により交付された検査済証は、当該工事に係る第1項の規定による申請又は前項の規定に

より交付された検査済証とみなす。

4 土石の堆積に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事

(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内

に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうか

について、都道府県知事の確認を申請しなければならない。

5 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場

合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。

標準処理期間 30日

備考

設 定 年 月 日 令和 5 年 7 月 1 日 最終変更年月日 年  月  日


